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審 査 請 求 人
同 上

上Ｊ 代ll 人　厂‾TTT ］

処 分 庁　 調丿布 市 福 祉 事 務 所長

審 査 請 求 人 が 平 成2 3 年゙ ５ 月.1‘ Ｏ 日 に 提 起 し た 保 護 申 縢 却 下 決 定

に 係 る 瀋 査 請 求 に つ い てI、 次 の. と お り 裁 決 す る ．

¶　　　¶I-･〆･　・i●I ･-● 9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

主 文

処分庁が審査請求人に対し平成23､ 年３月１！ 日･付けでした
保護申請却下決定を取り消す。　　　　　　　　／

理 由

第１　審査請求の趣旨　　　･･
、　本件審査請求･の趣旨は、処分庁が審査請求人（以下「請求人」
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という。）に対し、平成２３年３月１ Ｌ･日付けでした生活保護
法（以下「法」という。）に基づく保護申請讎下決定（２２調
福生発第１８ １９号。以下「本件処分」という。）について、
その取消しを求めるというものである。　　　△

事案の経緯（保護申請書及び保護申請却下通知書等による．）
請求人代理人は、処分庁･に対し、平成２３年３月９日付けで、

請求人は単身世帯であるとして、請求人について法による保護
を申請した．　　　　　.･...･･　　　　　　　　　　　　　　・・
処分庁は、睹求人に対し、「１」あなたは身体障害者手帳によ

り、自動車税の減免を受けており√ 単身ではなく生計同一者と
二　居住している/と判断されたため。　２）あなたの居住している
住居が、住宅の構造上、単身世帯と判断できないため。」との
理由により、平成２β年３月」/1 日付けで請求人の保護･申請を

▽ 却下するごとを決定し、請求人に本件処分通知書を送付した。

第 ３

１
j当庁の判断
請求人の主張につい｡七の検討　　　　　　　　　　　　　＼　犬

卜請求人の主張iは、一要約すると、本件処分の理由( 第２・２)･。
にっいて納得が･できないから、本件処分は違法又は不当である
と主張しているﾉものと解される。　　　　　　　　　　　　　　卜
以下この点についで検討する。

(1卜 法令等の定め　　　　　　　　　二
ア　保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居め
ご親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者
∧が急迫した状況にあるとき｡は、‘ 保護の申請がなくて も、必
要な保護を行うことができ卜る 千法７条)。

イニ保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるも
のとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位と
して定めるこどができる( 法１０条)。
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そして、世帯め認定につ/いて、厚生事務次官通知（昭和
３６年4,月11ﾖ 厚生省発社第１ ２ ３号）は、「同一の住居に
居住し、生｡計をｰ・にしている耆は、原則どして、同一世帯
員として認定すること。なお、居住を一にしでいない場合
であっても、同一世帯として認定することが適I当であると
きは、同様とすること･。」としている。

二や ノ 保 護 め 実 施 機 関 は 、 保 護 の 開 始 の 申 請 が あ っ た と き は 、

■　･.I¶1111　　　●　－　　　　　　　　　　　.　　　■
ノ･: 保 護 の 要 否 、 種 類 、 程 度 及 び 方 法 を 決 定 し 、 申1 請 者 に 対 し

=･●　嵋■．　　■■■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■＼ 匸 弋 書 面. を もj つI て 、 こ れ を 通 知 し な け れ ば な ら ず （ 法2 4 一条

ご1/ 項 ）、 当 該 書 面 に は 決 定 の 理 由 を 附 さ な け れ ば な ら な い

（ 同 凍 ２ 項 ）．＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ‥

卜　　 そ し て 、 当 該 書 面 （.以 下 「 決 定 通 知 書 」 と い う ．） に 決

定 理 ご由 を 付 記 し な け れ ば な ら な い と さ れ て い る こ と は 、 法

の 目 的 が 国 民 の 最 低 限 度 の 生 活 の 保 障 に あ る と こ ろ か ら 、

卜　 保 護 の 決 定 が ど の よ う な 理 由 に よ っ て 行 わ れ た も の で あ

る か を 、 申 請 者 等･ に 十 分 周 知 さ せ る こ と が 望 ま し い と の 趣

旨 に よ る も の で あ る ． し た が っ てI 、 決 定 通 知 書 に 付 記 す べ

き 理 由 は 、 そ の よ う な 趣 旨 を 満 一足 さ せ る も の で な け れ ば な

ら な い （「 生 活 保 護 問 答 集 に つ い て 」 （ 平 成 ２ １ 年 ３ 月 ３ １

日 付 厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課 長 事 務 連 絡 問 Ｌ･ Ｏ － １

. 4  )  ) 0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･ ．　　卜　　 十
Ｉ　　　　．　　　　・　　Ｆ　　　Ｉ　　　　　　　　　　　

・　　　．　．　　　　　　　　　　’　　　　　　Ｉ
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（２） こ れ を 本 一件 に つ い て み る と 、 処 分 庁 が 饋 求 人 に 交 付 し た. 本

件 処 分 の 決 定 通 知 書 に よ れ ば 、 本 件 処 分 は ：「 請 求 人 が 単 身 世

帯I で は な い 」 こ と を 理 由y と･ す る も の で あ る ．

し た が っ て 、 本 件 処 分 は 、 請 求 人 に つ い て 法 １ ０ 条 に 基 づ

く 世 帯 の 認 定 を 行 っ た に と ど､ まI り 、 生 計 同 一 者 と 居 住 し て い`

る こ と だ け で は 保 護 の 要 否 は 明 ら か で な い こ と か ら し て 、･一法･

２ ４ 条 ２ 項 に 基 づ く 決 定 理 由 の 付 記･ が な さ れ て お ら ず 、 法 に

定 め る 要 件 を 欠 い た 瑕 疵 あ る も の と い わ ざ るｔ 得 な い か･ ら 、

卜 違 法 又 は 不 当 な 処 分 と し て 取 消 し を 免 れ な い ．　　　･ ．
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第 ４　 結 論し.･..　　　･･･　　　　　　　　･･･.　　　･･、　　 ダレ　／　　‥

し……以.上め.と･お り、 本 件審 査 請求 は 理由 があ る 氈ら √行政不 服審

＞ 査 法 ４ ０条 ３項 の 規定 を適 用 して 、主 文の とお り裁決 す る．

平成２３年1TO 一月２４ 日･

審査庁　　 東京都知 事　 石原慎太
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